
【表１】1か月の自己負担限度額 

一　　　　般 

低 所 得 者 

一定以上の所得がある方 

負　担 
割　合 

外来限度額 
（個人単位で計算） 

外来＋入院（世帯自己負担限度額） 

72,300円＋医療費が361,500円を超えた場
合は、超えた分の１％を加算 

２割 
 

Ⅱ 

Ⅰ 

１割 

１割 

１割 

40,200円 

24,600円 

15,000円 

40,200円 

12,000円 

  8 ,000円 

（　　　　　　　　　　　　　） 過去12か月に４回以上高額医療費の支 
給があった場合、４回目以降は40,200円 

住民税非課 
税世帯など （　　　　） 

老人保険制度のお知らせ 

　
75
歳（
一
定
の
障
害
の
あ
る
人
は
65
歳
）

以
上
に
な
る
と
、「
老
人
保
健
」と
い
う

制
度
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

　
こ
れ
は
、
お
年
寄
り
が
、
医
療
機
関

に
か
か
る
と
き
の
費
用
の
負
担
を
軽
く

し
て
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。 

　
た
だ
し
、
今
ま
で
加
入
し
て
い
た
医

療
保
険
を
抜
け
る
わ
け
で
は
な
く
、
医

療
機
関
に
か
か
る
場
合
に
老
人
保
健
法

で
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

　
こ
ん
な
と
き
に
は
届
出
が
必
要
！ 

 

　
次
の
よ
う
な
場
合
、
忘
れ
ず
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
　
町
内
で
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き 

▼
　
保
険
証
の
種
類
が
変
わ
っ
た
と
き 

（
記
号
・
番
号
が
変
わ
っ
た
場
合
を

含
む
） 

　
速
や
か
に「
保
険
証
」お
よ
び「
老
人
医

療
受
給
者
証
」を
持
参
し
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

▼
　
交
通
事
故
な
ど
、第
三
者
の
行
為
に

よ
っ
て
傷
害
を
受
け
て
治
療
す
る
と
き 

　
健
康
保
険（
老
人
保
健
）を
使
っ
て
医

療
機
関
に
か
か
れ
ま
す
が
、
健
康
保
険（
老

人
保
健
）で
一
時
的
に
立
て
替
え
た
医
療

費
を
後
で
加
害
者（
相
手
が
た
）に
請
求

し
ま
す
の
で
、
示
談
の
前
に
必
ず
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。 

 

　
こ
ん
な
と
き
は
負
担
額
を
軽
減 

 

　
老
人
医
療
受
給
者
で
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
が
入
院
し
た
場
合
、「
入
院
時

の
患
者
負
担
額
と
食
事
負
担
額
」が
軽
減

さ
れ
ま
す
。 

※
　
入
院
す
る
と
き
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
病
院
へ
提

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
交
付
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

　
高
齢
者
の
高
額
医
療
費 

 

　
老
人
保
健
制
度
で
は
、
窓
口
で
の
支

払
い
は
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割（
一

定
所
得
者
は
２
割
）を
支
払
い
ま
す
。 

 

　
医
療
費
の
患
者
負
担
が
限
度
額
を
超

え
る
と
き
は
、
老
人
保
健
か
ら
払
い
戻

さ
れ
ま
す
。（
表
１
参
照
） 

　
該
当
者
に
は
役
場
か
ら
通
知
し
ま
す
。 

※　一定以上の所得がある方…同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の方又は老人保健
　　　　　　　　　　　　　　で医療を受ける方がいる場合 
※　低所得者Ⅱ…世帯主及び世帯全員が住民税非課税である方 
　低所得者Ⅰ…世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所
　　　　　　　得は控除額を65万円として計算）を差し引いたとき０円になる方 
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